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26 所管部局課名

処分担当課名

根拠条項

法
令
･
条
例
等
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め

可

標
準
処
理
期
間

最新更新年月日策定年月日

４日

平成19年10月20日 平成29年6月1日

温泉の利用の許可を受けた者の相続

公表の可・否

許認可等の名称

○温泉法（昭和23年7月10日法律第125号）
　第４条第２項
　第１５条
　第１７条

○温泉法施行規則（昭和23年8月9日厚生省令第35号）
　第９条

○川崎市温泉法施行細則（昭和59年3月31日規則第33号）
　第４条第１項

審
査
基
準

・温泉法の一部改正等について
　（平成19年10月1日環境省自然環境局長通知　環自総発第071001001号）

・川崎市温泉法施行細則の一部改正について
　（平成19年10月19日健康福祉局保健医療部長通知　19川健生第995号）

整　理　番　号 健康福祉局保健所生活衛生課

各区役所保健福祉センター衛生課

根拠法令･条例名 温泉法 第17条第1項


